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◆はじめに 

 
【事業所マイページトップ画面】 
   
 事業所マイページご利用の前に，次の内容を確認してください。 
 

 ●求人票の登録にあたって

  求人取り扱いのルールや，入力にあたっての重要な注意事項を掲載しております。 

  せっかく入力した内容が消えてしまうことがないよう，注意事項は必ずお読みください。 

 

 ●求人票の入力項目

  求人票入力画面の項目名，項目の説明，入力例を掲載しております。 

  入力時の参考にしてください。 
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【入力にあたって】 

重 要 

 事業所マイページは，東京に設置した１台のサーバーでデータを管理しているシステムです。 

 １台のサーバーを全国の求人者や人材センター職員が利用するため，事業所マイページへのア 

 クセスが集中すると，システム全体がトラブルを起こす可能性が出てきます。 

 それを回避する方法として，画面を開いたままの状態で放置したり，入力をしていてもサー 

 バーとのやりとりのない操作だけが２０分程度続いた場合は，自動的に接続を切断（ログア 

 ウト）するよう設定されています。 

 自動的にログアウトしてしまうと，それまで入力していた内容は全て消えてなくなってしま 

 います。 

 次のような状態は，サーバーとアクセスをしていない状態とみなすため，ログアウトしてしま 

 いますので，自動ログアウトの可能性が出てきた場合は，「回避方法」を参照して，サーバー 

 へのアクセスを行ってください。 
 
 
［状態］ 

  各項目への入力及びリストボックスからの項目選択のみを行い，「次に進む」「前に戻る」ボ 
  タンをクリックする操作がなかった。 
 
［回避方法１］ 
 
   「前に戻る」や「次に進む」ボタンをクリックする。   
   
 
 
 
 
 
［回避方法２］ 

  「事業所詳細情報」入力を入力する場合は「一時保存」ボタンをクリックする。 
   ※詳細は○○ページ参照 
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◆入力についてのポイント 

【事業所情報について】 
 
 
 

事業所基本情報：法人・事業所の住所等連絡先を主とした情報 

事業所詳細情報：事業所の特色，求職者へのアピール， 
今後の採用予定，施設見学に関すること等。 

 
事業所情報 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

事業所詳細情報の登録 

事業所基本情報の修正 

 

※有効中の求人がない場合も，事業所情報は常に公開されますので，「事業所詳細情報」は 

 随時更新して，求職者へのアピールに利用してください。 
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【事業所基本情報について】 
事業所基本情報は，「法人」「事業所」「事業所マイページ入力に関する連絡先」の３つに分け 
て入力を行います。 
  
●法人 
 
 
 

法人に関する情報  
 
 
 
 
 
 
 
 
●事業所 
 同一法人で複数の施設・事業所をお持ちの場合，求人を管理している施設・事業所名で 

登録してください。 
 ※各施設・事業所の名称や住所は，求人条件の中の「就業場所」で入力します。 
 
 「法人情報から転記」ボタンをクリックすると，法人情報で入力した内容がコピーされます。 
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●事業所マイページ入力に関する連絡先 
 インターネットからの直接入力に関する担当者の連絡先情報を入力します。 
  
 ボタンをクリックすると，先に入力した「法人」情報や「事業所」情報の住所・所在地等が 
 コピーされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ここで入力したアドレスに，事業所・求人登録に関するメールが当センターから送信さ   

  れます。 

  また，このアドレスは，事業所マイページ（インターネットからの直接入力画面）にログ 

  インする ID となります。 

 

［法人・事業所の実施事業］ 
  当センターでのあっせん対象・対象外に関係なく，法人または事業所で実施している 
  全ての種別にチェックをつけてください。 
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【事業所詳細情報「一時保存ボタン」について】 
 
 ●一時保存ボタンの機能 
   
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 ［機能１］一時保存ボタンをクリックすると，ログアウトまでの時間が２０分延長されます。 

     
   次の図のように，１０時００分に入力を開始し， 
   そのままサーバーとのアクセスがない状態が続くと， 
   １０時２０分に自動ログアウトしてしまいます。 
    
 
    入力開始                  自動ログアウト    
    10:00                       10:20 
                     一時保存                       自動ログアウト 
              10:15                      10:35 
  
 
   途中で（１０時１５分）「一時保存」ボタンをクリックすると， 
   その時点からログアウトまでの時間が２０分（１０時３５分まで）延長されます。 
 
 
 ［機能２］入力途中の状態を保存し，時間をあけて再度入力を続けることができます。 

       一時保存中の情報はインターネットには公開されません。 
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 ●一時保存の方法 
 
  ①「一時保存」ボタンをクリックします。 
 
     
   確認のメッセージが表示されますので，「OK」をクリックします。 
  
 
 
 
 
 
  
   
  「入力画面」から「確認画面」に切り替わります。 
    
 
 
 
 
 
 
 ②「確認画面」を下方向へスクロールし，「この内容で登録する」ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
  
 
     
                      この画面に切り替わると一時保存処理は 
                      完了です。 
                          
                           
   ※「この内容で登録する」ボタンをクリックするまで，サーバーへは登録されません。  
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●注意                
 
 
 
 
 
 

 「一時保存」ボタンをクリック後，「入力画面に戻る」ボタンをクリックして，入力を続け 

 ることは可能ですが，「この内容で登録する」ボタンをクリックするまでは，データが一度 

 もサーバーに保存されていないため，自動ログアウトしてしまうと，入力していた内容は全 

 て消去されます。 
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【求人条件の入力について】 
 
 労働条件を正確にわかりやすく記載された求人票は，求職者に信頼感を与え，事業所への 
 関心も高まり，応募へとつながっていきます。 
 当センターでは，求人者と求職者の信頼関係が築ける求人情報を公開していきたいと考え， 
 求職者が「知りたい」情報を求人票に盛り込めるよう，各ステップの次の項目にポイントを 
 おいて入力を行ってください。 
 
 
●ステップ１（取扱範囲） 
  
  入力を開始する前に，あっせん対象事業所の確認を必ず行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
    

平成１８年度 当センターでのあっせん対象事業所の範囲です。 
あっせん対象は県により異なります。 

  ※あっせん対象外事業所の求人は，承認することができません。   
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●ステップ２（職種・条件） 
 
［職種］ 
  職務内容は，わかりやすく具体的に入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［試用期間］ 
  試用期間がある場合は，その期間と合わせて，その間の条件を必ず入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 （例） 
   ・試用期間３か月，同条件。 
    
   ・試用期間２か月，この間は時給制（＠９００円～）。   
    
   ・試用期間３か月，この間は夜勤勤務無し。 
 
             
           このように詳細を入力する場合は，文字数がオーバーしますので 
           画面下部の「全体備考」欄に入力してください。  
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［年齢要件・年齢指針］ 
  
 年齢はできるだけ指定せず「不問」を選択してください。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 年齢で制限をかけられた求職者は応募の機会を失います。 
 できるだけ多くの求職者に面接の機会を提供し，年齢ではなく能力や経験等，本人の資質で 
 求職者を判断してください。 
 
 
 
●ステップ３（就業場所）  
 
［就業場所］ 
 
 配属先が１か所に決まっている場合は「就業先が一つに決まっている」を選択してください。 
 ※配属後，同一法人内で異動がある場合も，採用時の就業場所が１か所に定まっているので 
  あれば，こちらにチェックをつけます。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 同一法人内に複数の施設・事業所があり，面接後に配属先が決定する場合は，「就業先の候 
 補地が複数あり，採用後に決定する」を選択してください。 
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［就業先事業所所在地地域］ 
 就業先が１つに定まらず複数ある場合は，主たる地域を３つ選択してください。 
 リストボックスの中には「全ての地域」がありますが，選択しないでください。 
  
 ※当センターで発行する求人情報誌は地域毎に表示されておりますが，「全ての地域」を 
  選択すると正確な地域に分類されません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［事業所異動等の有無］ 
 
 同一法人内に複数の施設・事業所があり，採用後，異動の可能性がある場合はチェックを 
 つけてください。 
  
 
 
 
 
 
［就業先実施事業（種別）］ 
 採用直後に配属される就業場所の種別にチェックをつけてください。 
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［就業先実施事業（種別）］ 
 

 
      
 
  当センターの「あっせん対象」以外はチェックをつけることができません。 

注 意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 例えば 
  介護老人保健施設と併設で，通所リハビリテーションがあり，採用後状況により，介護老 
  人保健施設から通所リハビリテーションへ異動の可能性がある場合。 
                     ↓ 
  ①「通所リハビリテーション」は，あっせん対象外のため，チェックをつけることはでき

   ませんので，「介護老人保健施設」だけにチェックをつけて登録します。 
 
  ②［事業所異動等の有無］で「異動の可能性あり」にチェックをつけます。 
   ステップ３の「全体備考」に「面接により同一施設内で配属部署を決定します。」と， 
   説明を入力してください。 
   
  ※あっせん対象外施設・事業所への配属や異動の可能性がある求人については，求職者へ 
   の説明が少ないと誤解を招き，トラブルとなる可能性があります。 
   面接時に，必ず，配属先や異動の可能性がある施設・事業所についての説明を行い，お 
   互いが納得のうえで配属先を決定してください。 
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●ステップ４（賃金・時間等） 
［賃金］  
 通常は「賃金１」を入力してください。 
   
    
 
 「賃金１」は，基本給に，必ず毎月支払われる手当を足した金額です。 
 
（例１） 
  賃金形態＝月給  基本給＝180,000 円   
  介護福祉士資格＝必須  資格手当＝10,000 円  とする求人の場合， 
  賃金１＝180,000＋10,000＝190,000 円 で入力します。 
 
  
 
 
   
  
 
  
 
 
（例２） 
  賃金形態＝月給  基本給＝180,000 円 
  ヘルパー２級 または介護福祉士資格 いずれか必須   
  介護福祉士の場合は資格手当＝10,000 円  とする求人の場合， 
   
  ヘルパー２級の人は資格手当（10,000 円）が支給されないため， 
  賃金１＝180,000＋0＝180,000 円 で入力し，「６．その他手当て・賃金等備考」欄へ 
  「介護福祉士の場合，資格手当 10,000 円支給」と入力します。 
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（例３） 
 夜勤のある勤務の場合 
  
 ①賃金形態が月給制で，毎月必ず夜勤勤務がある場合は，夜勤に従事する可能性のある最低 
    の回数～最高の回数 で計算します。 
   
  賃金形態＝月給  基本給＝180,000 
  夜勤手当＝7,000 円／回  夜勤回数＝３～５回／月   
  賃金１＝180,000＋(夜勤手当 7,000 円×３回～５回)＝201,000～215,000 円 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  説明を入力します。   
 
 
 ②賃金形態が日給や時給の場合は，［２．手当（一律手当を除く）］に，１回あたりの金額を 
  入力します。 
    
  
  
 
 
 
［賃金（一律手当）］ 
  基本給以外に毎月決まった額の手当がない場合や，日給制・時給制の場合で一律手当の 
  支給がない場合は，「０円～０円」と入力します。 
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［勤務時間］ 
  
                         フレックスタイム制の場合の 
                         コアタイムを入力します。 
 
                         ← 通常はこの欄に入力します。 
                                                

 
                          平成１９年１月から 
                          休憩時間は必須項目になります。 
                          必ず入力してください。 
 
 ※夜勤勤務のある交代制の場合等で，休憩時間が勤務時間帯によって異なる場合は， 
  主たる時間帯の休憩時間を入力し，他の時間帯の休憩時間については「全体備考」に 
  入力してください。 
 
 
［休日、有休等］   
 
 「年単位変形労働時間制」の場合は，「その他」にチェックをつけ，「年間休日数」を入力 
 してください。 
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